
平成 12 年 5 月 24 日建設省 告示第 1358 号 準耐火構造 の構造方法を定める件 

 

第 5 屋根の構造方法 

 一  

  ハ 

 (2) 屋内側の部分又は直下の天井に次の防火被覆が設けられたもの。 

（ⅲ） 厚さが 12 ㎜以上のせっこうボード（その裏側に厚さが 50 ㎜以上のロック 

ウール又グラスウールを設けたものに限る。） 

（ⅴ） 第 1 第三号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの 

 

  ホ 屋内側の部分又は直下の天井に次の防火被覆が設けられたもの。 

 （3） 厚さが 12 ㎜以上のせっこうボードの上に厚さが 9 ㎜以上のロックウール吸音板を張ったもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


